
（参考）平成20年度診療報酬改定のスケジュール  

中 医 協  社会保障審議会  

19年9月～平成20年度診療報酬改定の基本方針に   
ついて議論を開始   

10月10日 後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（1   
8年10月設置の後期高齢者医療の在り方に関する特別部会とり   
まとめ）   

12月3日 平成20年度診療報酬改定の基本方針  

～12月  

・検証結果も含め、個別項目について集中的に議論  

・医療経済実態調査結果等の報告を受けて、診療報酬   

等の改定率について議論。厚生労働大臣に意見提出  
（11月28日）  

厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療報酬点数  厚生労働大臣  
の設定に係る調査・審議  

1月18日 中医協に対し、予算編成過程を通じて内閣   

が決定した改定率を所与の前提として、社会保障審   

議会において策定された基本方針に基づき、診療報   

酬点数の改定案の調査・審議を行うよう諮問   

1月18日～25日  

〈改定案の策定に過程において、広く国民の意見を募集〉   

1月25日  
・地方公聴会の開催（前橋市）  

2月13日  
・厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答  



中央社会保険医療協議会の新たな出発のために（抄）  

平成17年7月20日  

中医協の在り方に関する有識者会議  

2 診療報酬改定に関する企画・立案の在り方との関係を含めた中医協の機能・   

役割の在り方について  

（1）診療報酬の位置付けについて   

○ 診療報酬改定は、①診療報酬改定の改定率の決定、及び②診療報酬改定lこ   

係る基本方針を踏まえた具体的な診療報酬点数の設定、という2つのプロセ   

星を経て行われることとなるが、それぞれにおいて、中医協の機能・役割を  

明確化していくことが求められている。  

（2）診療報酬改定の改定率の決定について   

○ 診療報酬改定の改定率は、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係  

数であり、その決定は内閣の権限である。  

（3）診療報酬改定に係る基本方針について   

○ 改定率を除く診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議については、厚  

生労働大臣の下における他の諮問機関にゆだね、そこで「診療報酬改定lこ係  

る基本方針」を定めることとし、中医協においては、この「基本方針」」こ沿  

って、診療報酬改定に係る考え方を整理しつつ、具体的な診療報酬点数の設  

議を行うこととすべきである。  定に係る   

○ なお、診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議を行う場としては、社   

会保障審議会の医療保険部会及び医療部会が考えられる。  

（4）診療報酬改定に係る中医協への諮問及び中医協からの答申の在り方について   

○ 診療報酬改定に係る厚生労働大臣から中医協への諮問においては、予算編   

成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、厚生労働大臣の  

下における他の諮問機関において策定された「基本方針」に基づ阜、診療  

報酬点数の改定案の調査及び審議を行うことを求めるとともに、中医協にお   

吐工は、これを受けて慎重かつ達やかに審議を行い、改定案を作成して答申  

する取扱いとするべきである。   



平成21年7月15日  第32回社会保障審議会医療保険部会  資料1－2  

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた  

「中期プログラム」  

（抄）  
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Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確  

；安心強化の3原則  

原則1．中福祉・中負担の社会を目指す。  

原則2．安心強化と財源確保の同時進行を行う。  

L ＿∴＿三‖…＿＿＿   
1．御節止・中負 担」の社会保障制度の構築   

急速に進む少子・高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、我が国  

の社会保障制度が直面する下記の2つの課題に同時に取り組み、堅固で持続可  

能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。   

（1）「社会保障国民会議最終報告」（2008年11月4日）などで指摘される社   

会保障制度の諸問題や「中福祉」のほころびに適切に対応し、その機能強化   

と効率化を図ることにより、国民の安心につながる質の高い「中福祉」を実   

現する。  

（2）社会保障制度の財源（保険料負担、公費負担及び利用者負担）のうち、公   

費負担については、現在、その3分の1程度を将来世代へのつけまわし（公   

債）に依存しながら賄っている。 こうした現状を改め、必要な給付に見合っ   

た税負担を国民全体に広く薄く求めることを通じて安定財源を確保すること   

により、堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。   



2．安心強化と財源確保の同時進行   

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、年金、医  
療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、 基礎年金の最低保障機能の  

強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・サービスの強化など機能  
強化と効率化を図る。このため、別添の工程表で示された改革の諸課題を軸に  

制度改正の時期も踏まえて検討を進め、確立・制度化に必要な費用について安  

定財源を確保した上で、段階的に内容の具体化を図る。   

3．安心と責任のバランスの取れた財源確保  

（1）社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及び国民が   

広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点か   

ら、消費税を主要な財源として確保する。これは税制抜本改革の一環として   

実現する。   

（2）この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び少子化対   

策に要する公費負担の費用について、その全額を国・地方の安定財源によっ   

て賄うことを理想とし、目的とする。  

このため、2010年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の2分の1へ   

の引上げに要する費用をはじめ、上記2．に示した改革の確立・制度化及び   

基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に必要な公費負担の費用を、   

消費税を主要な財源として安定的に賄うことにより、現世代の安心確保と将   

来世代への責任のバランスを取りながら、国・地方の安定財源の確保への第   

一歩とする。  

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の状況や将   

来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の抜本改革法案の提出時期   

までに、その実施方法と合わせて決定する。  

▼   

Ⅲ．税制抜本改革の全体  

言経済状況の好転後に実施する税制抜本改革の3原則  

原則1．多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、それぞれ  

の実施時期を明示しつつ、段階的に実行する。  

原則2．潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを判断基  

準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。  

原則3．消費税収は、確立・制度化した社会保障の費用に充てることによ  

り、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。  

●
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1．税制抜本改革の道筋  
（1）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置や年金、医   

療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見通しを踏まえつつ、   
2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況   

を好転させることを前提に、消費税を含む税制抜本改革を2011年度より実施   

できるよう、必要な法制上の措置をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段   

階的に行って持続可能な財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たって   

は、景気回復過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発挿が   

見込まれる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変動に   

も柔軟に対応できる仕組みとする。  
＜中略＞  

Ⅳ．今後の歳出改革の在り  
‾‾‖…………‾‾‾……‾…‾…‾‖‾…‥‖…‖  

「衰由直垂高東員l了 l  

原則1・税制抜本改革の実現のためには不断の行政改革の推進と無駄排除：  

の徹底の継続を大前提とする。  

l 原則2・経済状況好転までの期間においては、財政規律を維持しつつ、経：  
済情勢を踏まえ、状況に応じて果断な対応を機動的かつ弾力的に：  
行う。  

原則3．経済状況好転後においては、社会保障の安定財源確保を図る中、  

厳格な財政規律を確保していく。  l   

（1）経済状況が好転するまでの期間においては、景気回復と財政健全化の両  

立を図る観点から、財政規律を維持しつつ、経済情勢を踏まえて、状況に応  

じて果断な対応を機動的かつ弾力的に行う。   

（2）経済状況が好転した以降においては、社会保障の安定財源確保に向けて  

消費税を含む税制抜本改革を実行していく中、景気の後退により悪化した財  

政を建て直すべく、厳格な財政規律を確保していく。   

具体的には、国・地方を通じ、社会保障、非社会保障の各部門について、  

以下の基本的方針の下にたゆまざる改革を実行することとする。  

（社会保障部門）  

・「中福祉」に見合ったサービス水準を確保するべく、安定財源の確保と   

並行して社会保障の機能強化を図るとともに、コスト縮減、給付の重点化   

等の効率化を進める。  
＜中略＞   



Ⅴ．中期プログラムの準備と実  

‖…‖…‾‾………‾………‥‾…  

「垂慮主豪有盲三腐する濾訂  

‾ ‾ ‾ ‾  ‾】  
l  

l   

原則1．経済好転後の速やかな施行のために、税制抜本改革の実施時期に：  

先立ち、制度的準備を整える。  

I 原則2．国民の理解を得ながら「中期プログラム」を確実に実行するため、：  
税制抜本改革の道筋を立法上明らかにする。  

＜中略＞   

（4）「経済危機対策」及び関連補正予算において時限的に講じられた社会保  

障の機能強化の措置のその後の対応については、「経済財政改革の基本方針  

2009」における社会保障の機能強化の必要性の観点等を踏まえつつ、財源確  

保と併せて検討する。  

（了）   



診療報酬改定  診療報酬改定  

（現行）都道府痺医   008～12の  r  

む急性期医療の   

医師養成数の増加  
（従事医師数の増加）  

臨床研修の見直しj医師と看護師事との役  

割分担の推進（制席的対応）  

レセプトの段階的なオンライン  レセプトオンライン化の完  実施   
請求への切替え  2015年の姿   

・救急・産科等の体制強化  ・急性期の機能分化推進  ○安心して出産できる体制   
・養成数、臨床研修、役割分担の見直し等の制度的対     ・地域包括ケアの推進と在宅医療の強化・  

充実  など  
急患者の受入れ、早期回復   

応による人材確保  など  会復帰できる体制の構築  

介護報酬改  介護報酬改  

第4期介護計画（2009～11  
J  

■   

基本方針の策定  

介護事業所の雇朋  

2015年の姿  
住系サービスの拡充、24時間対  

・医療との連携強化  
小規模多機能サービス充実によ  

・専門性等のキャリアアップ、夜勤・看   
・グループホーム等居住系サービスの拡充  

宅サービスの整備・梯能強化  

等の評価を通じた介護従事者の処遇改善と確保  度化対応、看取り梯能、個室化■  
など  

tl  …3％改定Il  

・24時間対応の強化等在宅介護の強化・充実  
等の施設機能の強化  など  

本系直  

医師等人材確保 対策  

（介 護）  

介護従事者の確  
保と処遇改善  

居住系サービス  

拡充と在宅介護  
の強化  



平成21年7月15日   資料  

卜3  第32回社会保障審議会医療保険部会   

経済財政改革の基本方針2009 ～安心・活力・責任～  

（平成21年6月23日間議決定）（抄）  

算2章 成長力の虜此  

1．成長戦略の推進  

＜中略＞  

（2）健康長寿   

○介護機能強化プラン（介護雇用を3年間で30万人創出）、地域医療強化・健康産   

業創出プラン、医療・介護福祉新技術イノベーションプラン（未承認薬等の開発   

支援・承認審査迅速化、新型インフルエンザワクチンの開発1生産期間短縮等）   

を推進する。  

く主な施策＞  

・介護人材の処遇改善に向けた取組、介護職員等の資格取得等のキャリア形成支援、介   

護基盤の緊急整備等、バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点整備。  

・地域医療の再生、大学病院の機能強化、医嫉拠点病院の強化等、医療機関に対する優  

遇融資拡充、地域総合健康サービス産業創出プロジェクト。  

・がん等の柳略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実用化加   

速国家プロジェクトの中長期的峨略に基づく推進、医薬品・医療機器の承認までの期  

間の短縮、安全対策の体制強化、世界トップレベルの新型インフルコニンザ対策、生活  

支援ロボット等実用化の推進、医療Irr化推進。  

＜中略＞  

6．規制・制度改革  

・ライフサイエンス分野等の新事業創出が見込まれる革新的なテーマについて、資金面   

での支援に加え、規制・制度改革要望に係る検討・支援を行う。  

・医師と看護師等の間の役割分担の見直し（専門看護師の業務拡大等）について、専門   

家会議で検討を行い、平成21年度中に具体策を取りまとめる。  

＜中略＞  

1   



屠β卓 安心＃会の期  

安心＃会の期のために＃会尻摩の脚焙■効率化と居眉を劇とLた脚l   

腐摩の犀御衣澄め名。その財源仁つい丁ば、屠7貴 4．「2ノの基本方：針に躍っ丁   

廊探す竃。ま笑、ノ贈者政宥を潜めとデ名安全・皇居の彦尿筈∴防衛・彪二好・忍安筈   

や教育の再生に屏り潜る、。  

1．生活安心保障の再構築  

（1）安心社会とは   

・「安心社会」とは、国民が活き活きと働く機会が確保され、働くことが報われる  

公正で活力ある社会であり、また、人が助け合い、いたわり合い、支え合う社会  

である。こうした安心社会を実現するためには、現役世代支援も含めて、全生涯・  

全世代を通じての「切れ目のない生活安心保障」を再構築する必要がある。  

このため、持続可能性を確保しながら、社会保障の機能強化・効率化を図ること  

により、高齢者施策を中心とする社会保障の「ほころび」に対応する。加えて、  

人生前半の安心保障について、若年層の雇用を軸とした生活安心保障を再構築す  

るとともに、子どもの成長過程や生活に対応して少子化対策を抜本的に拡充し、  

社会の「安心」と「活力」を両立させる必要がある。  

（2）安心社会実現の道筋   

・上記の生活安心保障を再構築する取組を、中期的に下記の3つの局面に沿って同  

時に進める。その際、新年な費用負担を伴う施策については、国民の納得が得ら  

れるよう税制抜本改革を実施する前までに、改革内容や費用額を具体的に明らか  

にする。あわせて、格差の是正・固定化防止等の政策で、少子化対策に含まれる  

政策については、「中期プログラム」の枠内での確立・制度化を検討する。   

① 安心再構築局面（2009年度～2011年度頃）  

この期間においては、優先課題の着実な実施と安心基盤の設計を行う。  

・＋丁中期プログラム」で示された社会保障の機能強化・効率化のうち、2011年度貴  

でに実施すづき重要事項については、先般成立した平成21年度第1次補正予算  

27で対処することとなっている優先課題など（別紙1参照）を軸に、暑熱こ実行  

に移す。   

・上記社会保障の機能強化・効率化のうち、2010年代半ばに向けた取組については、  

税制抜本改革の検討にあわせて、「中期プログラム」の別添工程表で示された諸  

課題（別紙2参照）を軸に検討を進め、対応策の具体化を行う。   

・子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）について、財源確保  

方策とあわせ、制度設計の論点を含めて検討する。  

27「平成21年度一般会計補正予算（第1号）」（平成21年5月29日）  
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・幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策とあわ   

せた幼児教育の無償化について総合的に検討する。  

・雇用・生活保障セーフティネット（職業能力開発と一体となった求職者の所得保   

障）の整備・改善の財源のあり方を含めた検討、職業訓練やジョブ・カード制度   

の拡充、高等教育における職業適性診断等職業指導の推進、国と地方の連携によ   

る地域のニーズに対応した職業能力開発の実施、非正規雇用から正規雇用への転   

換促進、非正規雇用の待遇格差の是正（社会保険の適用拡大など）、仕事と生活   

の調和の推進など、雇用を軸とした生活安心保障政策の再構築を行う。  

・高齢者医療制度について、高齢者の心情等に配慮しつつ、より良い制度への見直  

しを着実に進める。  

・高額療養費制度等について、患者負担の現状や医療保険財政の状況等を踏まえつ  

つ、その在り方を検討する。  

・住まい・まちづくりと連動した単身高齢者等への支援（都市部を始めとするケア   

付き住宅や介護施設・拠点の整備、日常生活・見守りの支援、住替えの支援等）  

を強化する。  

②安心回復局面（2011年度頃～2010年代半ば）   

この期問においては、持続可能な財政構造の確立にあわせて、安心基盤を重点的  

に整備する。  

・安定財源を確保した上で、2015年までの「医療・介護及び子育てサービス・人材   

整備」目標を実現する。  

・幼児教育・保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供を推進する。  

・子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）の検討を踏まえた対   

応、所得課税や資産課税の見直しを通じた格差是正を行う。  

・修学困難な高校生・大学生への公平な教育機会の確保のための制度（授業料減免   

等教育費負担の軽減）の質的充実・拡大、若年層の人材投資（留学・研修への支   

援）の拡充を行う。  

③ 安心充実局面（2010年代半ば～2020年代初め）   

この期間においては、団塊世代が年金生活に入る本格的な高齢時代到来も踏まえ   

ながら、各世代に対応したきめ細やかな以下の施策を通じて、安心の充実を図る。  

・若者世代：国際性や専門性が発揮できるような集中的な人材投資。  

・子育て世代：少子化傾向の反転につながる充実した子育てと就労の両立支援策。  

・働き盛りの中年世代：地域参加とリカレント教育（社会人に対する再教育）等を   

通じた複線化したキャリアパスの形成支援。  

・高齢世代：雇用や地域活動への参加機会の確保等を通じた「生涯現役社会」の促   

進、地域の中での生活支援・介護体制の整備。  

（3）安心社会に向けての行政基盤の弓削ヒ  

・安心社会に向けた行政基盤を強化するため、国民への総合的なサービスの提供、  

閣僚主導にふさわしい規模、地方分権の徹底、官民挙げた人材の投入などの視点を  
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踏まえ、現行の行政組織の見直し・再編へ向けた検討を行う。  

子育て支援、仕事と子育ての両立などの「少子化対策」や、困難を抱える子ども・  

若者を助け、自立させるための対策を始めとする各般の「子ども・若者支援策」を  

総合的に推進するため、内閣府の体制を強化する。  

＜中略＞  

屠甘言今度のノ執政貫首の在り方  

1．平成22年度予算の基本的考え方  

＜中略＞  

（2）平成22年度予算の方向   

・平成22年度予算は、持続的な経済成長と財政健全化の両立を図る上で重要な予算で  

ある。「基本方針2006」等37を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続しつつ、安  

心・安全を確保するために社会保障の必要な修復をするなど安心と活力の両立を目  

指して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。  

（安心と活力のための予算編成）   

・上記の基本姿勢に沿って、昨年度とは異なる概算要求基準を設定し、メリハリの効  

いた予算編成を行う。   

・経済社会状況への対応等として、「第1章 4．（3）当面の『最優先課題』」と  

ともに、「第2章成長力の強化」、「第3章安心社会の実現」に述べた取組を推  

進する。 そのため、予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分の重点  

化・効率化を行う。   

・各府省の予算要求に当たっては、成果目標を掲げ、事後評価を十分に行い、予算の  

重点化に活用するなど、PDCAサイクルを着実に実施する。  

＜中略＞  

37「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）、「経済財政改革の   

基本方針2007」（平成19年6月19日閣議決定）、「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月27日閣   

議決定）等  
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題のうち2011年度までに実施する重要事項  

共 通  

社会保障番号・カード（仮称）を2011年度中を目途に導入する。それに向け、省庁横断的な  

検討や実証実験の結果を踏まえた制度設計を行う。  

あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創設の検討を行う。  

医療・介護  

（医 療）  

・地域医療再生のため、5年間程度の基金を都道府県に設置し、地域全体での連携の下、計   

画に従って、以下の事業を地域の実情に応じて実施して、地域医療再生・強化を図る。   

（平成21年度第1次補正予算）   

一医療機能連携のための施設・IT基盤の整備  

一 医療機関の役割分担・機能分化の推進   

一 大学病院等と連携した医師派遣機能の強化  

一 医師事務作業補助者の配置 等  

・2013年度からの都道府県医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな指針を作成する。  

・2010年度に見込まれる診療報酬改呵  
・ノ＝兄1♪ハし1頼＿l・fJ・‾∫㌧しニト∴、l女ユ、、・i責fこトー、阜ノ冊端り駒川ノ■∴！二・′りパ盲i・隋汁十γ．  

・地域間、診療科問、病院・診療所間の医師の偏在を是正するための効果的な方策及び医師   

等人材確保対策を講ずる。  

・看護師等の専門性を更に高めるとともに、医師と看護師等との役割分担が可能な行為を一層   

明示・普及し、業務範囲と責任の所在を明確にしつつ、チーム医療・役割分担を積極的に推   

進する。  

・医療新技術に対応するための革新的医薬品等の開発支援を行う。（平成21年度第1次補正   

予算）   

－がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査の迅速化を図る。   

一新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短縮する  

体制（現在1年半～2年→約半年）を5年以内に整備する。  

・後発医薬品の使用促進等、医療の効率化を進める。  

・「規制改革推進のための3か年計画（再改定）」を踏まえ、2011年度当初までのレセプトの原   

則完全オンライン化を進める。  

44診療報酬点数の設定叫   
閻酬改定の基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て行われる。  
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（介 護）  

・デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。  

・特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の緊急整備を進め   

る。（平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度のプラス3．0％の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善を図る。  

・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成を行う。（平成21年度第1次補正予算）  

・介護経験のない離職者等に対する職業訓練、潜在的有資格者の再就職支援、現に働く介護   

人材の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。（平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度の介護報酬改定の事後検証も踏まえ、介護報酬の在り方について、望ましい地域   

包括ケアの観点から検討を進める。  

（医療と介護の連携）  

・医療と介護が連携したサービスを提供するための診療報酬と介護報酬の同時改定（2012年   

度見込）に向けた検討を進める。  

少子化対策  

これから子どもを産み育てることを望むあらゆる世帯に対応した新しい子育て支援制  

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制上の整備を図る。  

「安心こども基金」（2010年度まで）等により、保育所・放課後児童クラブの整備、家庭的保育、  

小規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を進めるとともに、放課後子ど  

もプランを推進する。  

一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整備など、すべての  

子ども・家庭を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年度第1次補正予  
算）  

社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達等へのサービスを拡充する。（平成21年度  

第1次補正予算）  

妊婦健診への公費負担を通常必要とされる14回程度まで拡充する。（平成20年度第2次補正  

予算45）  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及びその「行動指針」に基づいた取組を  

推進する。  

「育児・介護休業法」46の改正及び「次世代育成支援対策推進法」47の改正を踏まえ、  

企業における仕事と家庭の両立を進める。  

これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に新しい「少子化社会対策大綱」を策定する。  

45「平成20年度補正予算（第2号）」（平成21年1月27日）  

46「育児休業、介護休業等育児又は家族介濾を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）  

47「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）  
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題への対応策の具体化  

2010年代半ばに向けた取組の方向   
左記実現のために税制抜本改革を  

実施する前に具体案を検討すべき事項   

年 金  ・低年金・無年金者対策の推進   ・保険料免除制度の見直し、受給資格  

・在職老齢年金制度の見直し   期間の見直し、厚生年金適用拡大、保  

・育児期間中の保険料免除 など   険料追納の弾力化  

・就労する高齢者への年金支給停止の  

在り方  

・育児期間中の保険料免除の対象者の  

範囲   

医療■介護  （医療）   ・2015年における、急性期医療の職員  

・急性期医療の機能強化、在宅医療等  配置、医療・介護のマンパワー数、機  

地域で支える医療・地域連携の強化   能別の病床数、救命救急センター数、  

・医師と看護師等との役割分担の推進  ICUベッド数、平均在院日数、一人当  

・新技術、効率化への対応 など   たり病院医師の業務競減、居宅サービ  

（介護）   
ス・介誰保険施設等の介護サービスの  

・介護サービス基盤の強化、地域包括ケ  量、などの目標（「医療・介護サービス・  

アの実現  人材整備目標」）   

・介護従事者の確保・定着支援など  

少子化対策  ・これから子供を産み育てることを望む  ・2015年における、保育所・家庭的保  

あらゆる世帯に対応した新しい子育て  育・企業内保育所・認定こども園の定  

支援制度の導入と、その下での給付・  数、保育土数、放課後児童クラブ数、  

サービスの抜本的拡充   一時預かりサービス拠点数、地域子育  

・すべての子ども・家庭を対象とする一  て支援拠点数、などの目標（「子育てサ  

時預かりサービスの充実や地域子育て  

支援拠点の整備など   
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平成21年7月15日  第32回社会保障審議会医療保部会  資料1－4  

安心と希望の医療確保ビジョン（平成20年6月とりまとめ）  

Ⅰ．はじめに  

○現場地土或のイニシアチブを第一とする  ○改革努力を怠らない  

○医療従事者のみならず、患者・家族等国民がみんなで医療を支えることが必要  

Ⅱ．具体的な政策  

①医療従事者の数と役割  
医師数の増加（H9年間議決定の見直し）  

医師の勤務環境の改善（女性医師の離職防止・復職支援）  

診療科のバランスの改善等（産科・小児科等の増員方策の検討）  

職種間の協働・チーム医療の充実 等  

②地域で支える医療の推進  
救急医療の改善策の推進（量的・質的な充実、地域全体でのトリアージ、夜間・救急利用の適正化）   
「地域完結型医療」の推進（医療計画に基づく医療連携体制の推進、診療所機能の強化）、  
在宅医療の推進  
地域医療の充実・遠隔医療の推進 等  

③医療従事者と患者・家族の協働の推進  
相互理解の必要性  

医療の公共性に関する認識、患者や家族の医療に関する理解の支援 等  

Ⅲ．医療のこれからの方向  

O「治す医療」から「治し支える医療」へ   



平成21年7月15日  第32回社会保障審議会医療保険部会  資料1－5  

「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化検討会（平成20年。月中間まとめ）  

1．医師  
・来年度においては、過去最大の医学部定員（8，360人）を上回る程度を目指すべき。  
・将来的には50％程度医師養成数の増加を目指すべき。必要な医師数を推計し直すべき。  

2．医師の  在と教育  

・医師が魅力あると思うようなインセンティブが重要。ドクターフィーの検討が必要。  
・専門医としての総合医・家庭医の養成等が必要。  
・産科、救急、へき地などで勤務する医師等に対して手当を支給し、働きを評価すべき。  
・臨床研修制度のあり方について、対策の具体化を図るべき。  

3．コメディカル等の専門性の発揮とチーム医療  
－コメディカルのキャリアアップ、その職種でなくても行いうる業務を他職種に担わせるべき。  

4．地域医療・救急医療体制支援  
・在宅医療・在宅医の専門性の評価や、訪問看護のあり方を検討すべき。  
・数多く救急患者を受入れた医療機関■医師を評価すること、福祉関係機関とも協力して受   
け止められる体制が必要。  

・住民の  5．   

・必要な人が必要な医療を受けられるよう、住民とともに地域医療を守ること等が重要。   




